
１ はじめに

薬事関係申請をオンライン提出した場合、手数料の支払いは Pay-easy（ペイジー）に対応し

ている金融機関のインターネットバンキングから行うことが可能です。

Pay-easy とは、公共料金、地方税や国庫金および各種料金の支払が、インターネットバンキ

ングや ATM 等を通じて行える決済サービスです。Pay-easy が利用可能な金融機関は以下の

URL を確認するか、各金融機関にご確認ください。

＜参考＞

○令和４年 11 月 11 日付け厚労省医薬・生活衛生局 4課長通知「申請書等のオンライン提出

に係る取扱い等について」

○令和５年２月 13 日付け静岡県健康福祉部長通知「医薬品等製造販売業等の許可申請等の

取扱いについて」

○Pay-easy の使い方（日本マルチペイメントネットワーク推進協議会公式 HP）

https://www.pay-easy.jp/howto/
○Pay-easy に対応している金融機関の一覧

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/849/payeasy_bank.pdf

２ オンライン納付の流れ

薬事関係申請手数料のオンライン納付方法
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３ オンライン提出が可能な申請のうち、手数料が発生するもの

参考：令和４年 11 月 11 日付け厚労省医薬・生活衛生局 4課長通知「申請書等のオンライン提出に係る取

扱い等について」

申請等の手続名 申請書等の様式名

医薬品/医薬部外品/化粧品/ 医療

機器/体外診断用医薬品/再生医療

等製品製造販売業許可申請

・医薬品/医薬部外品/化粧品/医療機器/体外診断用医薬品/再生

医療等製品製造販売業許可申請書

・医薬品/医薬部外品/化粧品/医療機器/体外診断用医薬品/再生

医療等製品製造販売業許可更新申請書

・許可証書換え交付申請書

・許可証再交付申請書

医薬品/医薬部外品/化粧品/ 医療

機器/体外診断用医薬品/再生医療

等製品業許可/登録申請

・医薬品/医薬部外品/化粧品/再生医療等製品製造業許可申請書

・医薬品/医薬部外品/化粧品/再生医療等製品製造業許可更新申

請書

・医薬品/医薬部外品/化粧品/再生医療等製品製造業許可区分変

更/追加申請書

・医薬品/医薬部外品/化粧品製造業登録申請書

・医薬品/医薬部外品/化粧品製造業登録更新申請書

・医療機器/体外診断用医薬品製造業登録申請書

・医療機器/体外診断用医薬品製造業登録更新申請書

・許可証/登録証書換え交付申請書

・許可証/登録証再交付申請書

医薬品/医薬部外品製造販売承認申

請

・医薬品/医薬部外品製造販売承認申請書

・医薬品/医薬部外品製造販売承認事項一部変更承認申請書

医薬品/医薬部外品適合性調査申請

/区分適合性調査申請/変更計画適

合性確認申請

・医薬品/医薬部外品適合性調査申請書

・医薬品/医薬部外品区分適合性調査申請書

・医薬品/医薬部外品変更計画適合性確認申請書

・輸出用医薬品/医薬部外品適合性調査申請書

・基準確認証書換え交付申請書

・基準確認証再交付申請書

医療機器修理業許可申請 ・医療機器修理業許可申請書

・医療機器修理業許可更新申請書

・医療機器修理業修理区分変更/追加許可申請書

・許可証書換え交付申請書

・許可証再交付申請書



４ 納付手続について

①納付手続きの前に（利用者登録等）

国システム※から薬事関係申請のオンライン提出後、静岡県が提供する「ふじのくに電子申請サー

ビス」（以下、「県サービス」という）から、手数料のオンライン納付が可能となります。

県サービス URL：https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8172
※ 厚生労働省が提供する申請電子データシステム（ゲートウェイシステム）

②納付申請申込

利用登録せずに申し込む

ことも可能です。

→クリック後、入力した

メールアドレス宛てに、

申請情報入力のURL が

届きます。

利用登録する場合はこちらからできます。

登録後、県サービスから「登録完了」の

自動メールが届きます。

クリック

利用登録している場合は、利用者 ID とパスワードを入力して

ログインしてください。



②納付申込

申込画面です。「手続き名」、「説明」、「手数料納付フロー(pdf)」を確認し、「利用規約」に「同意する」をクリ

ックしてください。

なお、利用者登録をしていない場合は、次ページでメールアドレスの入力となります。

クリック



利用登録せずに申し込む場合は、このページで連絡用のメールアドレスを登録します。

なお、利用登録済みで、利用者 ID とパスワードでログインした場合、このページはスキップされます。

クリック

入力したメールアドレスに

申込用のURL が届いているので、

そこから手続きをしてください。



利用登録している場合は

自動で入力されます。

薬事申請ごとに納付申請が必要です。

国システム申請時に発行される

番号です。

薬事申請ごとに納付申請が必要です。

例えば、医薬部外品製造業と化粧品製造業の申請に係る

手数料納付を行う場合は、納付申請も２回に分けて行って

ください。

クリック



整理番号及びパスワードは、送付されるメールに

記載されます。

クリック

内容に誤りがないか確認してください



③申請内容照会

申込後、以下のようなメールが届いていることを確認してください。

以下の手順で申込内容を照会・確認してください。

なお、利用登録せずに申し込む場合は、上記の整理番号及びパスワードを入力する画面となるので、

入力後、「照会する」をクリックすることで、申込内容を紹介・確認できます。

申込後、申込一覧に表示されます。

（納付は完了していません）

申込内容を県が確認・審査し、問題がなければ「処理待ち」→「完了」に変わります。

なお、まだ納付は完了していないので御注意ください。



④納付

県が納付申込を受理すると、以下のようなメールが届くので確認してください。

納付依頼メール
電子申請の審査が完了すると、以下のようなメールが届きます。
denpa01@soumu.go.jp
様

また、申込一覧の処理状況が「完了」に変わっていることを確認してください。

なお、まだ納付は完了していないので御注意ください。

（注意！）県サービス上の整理番号であり、

インターネットバンキングでの支払いに用いる番号ではありません！

クリック



お問合せ先

静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課

電話：054-221-2869 メール：yakuji@oref.shizuoka.lg.jp

クリック

県のページに移動し、こちらから納付を行っていただきます。

納付後、直ちに薬事課にメールで連絡をお願いします。（場合に

よっては、電話でも構いません。）

納付後、「支払済」となり、

納付が完了となります。


